
10 箇所 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.180 〇

特殊作業員 人 0.540 〇

普通作業員 人 0.360 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費の2% 式 1.000

合計

1箇所当り

※　諸雑費は，ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ、発動発電機の機械損料、燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸雑費+まるめ（-7）

【単価表-1】端部取付

備　　　　　考
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